
承認第１３号 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、議会の承認を求める。 

 

  令和３年５月１７日提出 

 

                         木津川市長 河井 規子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



専決処分書 

 

議会の議決すべき下記の事件について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 

令和３年５月６日 

 

木津川市長 河井 規子   

 

記 

 

令和３年度木津川市一般会計補正予算第３号について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和３年度 

 

一般会計補正予算第３号 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都府木津川市 

 



令和３年度 木津川市一般会計補正予算第３号 

 

 

令和３年度木津川市の一般会計補正予算第３号は、次に定めるところによる。 

 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１６,６６９千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３１,３６０,５６９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

令和３年５月６日専決 

 

 木津川市長 河井 規子   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－1－ 





 

 

 

 

 

 

 

令 和 ３ 年 度 
 

 

 

 

予 算 に 関 す る 説 明 書 
 

 

（ 一 般 会 計 ） 
 

 

 

 

 





款
（単位：千円）項

節
目 補正前の額 補正額 計 説　　明

区分 金額

計

２ 歳入
01  1
19
01
01
01

1

繰入金

基金繰入金

- 6 - - 7 -

繰入金19
 1 基金繰入金

 1財政調整基金繰入金     1,205,385        16,669     1,222,054  1財政調整基金繰入金        16,669 財政調整基金繰入金・増

    2,190,088        16,669     2,206,757



款
項 （単位：千円）

節
目 特　定　財　源 説　　明

一般財源
その他国府支出金 地方債 区分 金額

計

款
項

計

款
項

計

３ 歳出 01
09
03

1

0

1169

11

            0
            0
            0
            0

0

- 8 - - 9 -

 2 総務費
 1 総務管理費

補　正　額　の　財　源　内　訳

補正前の額 補正額 計

     767,179 1一般管理費    757,735      9,444                                    9,444 10需用費      9,444 ○一般管理庶務事業費                                       9,444

                                                                                      　　消耗品費・増                                             9,444

 2,344,522      9,444    2,353,966          0          0          0      9,444

 9 教育費
 2 小学校費

   1,500,279 1学校管理費  1,495,400      4,879                                    4,879 10需用費      4,879 ○学校管理事業費                                           4,879

                                                                                      　　消耗品費                                                 4,879

 1,602,044      4,879    1,606,923          0          0          0      4,879

 9 教育費
 3 中学校費

     187,804 1学校管理費    185,458      2,346                                    2,346 10需用費      2,346 ○学校管理事業費                                           2,346

                                                                                      　　消耗品費                                                 2,346

   284,452      2,346      286,798          0          0          0      2,346



令和３年度一般会計補正予算第３号附属資料 

- 1 - 

 

 

 

 

 

 

総務部財政課  

 

 

 

 

 

 

 

 予算案の主な概要  

 

１ 補正予算の規模  

 

補正前 ３１３億４ ,３９０万円  

補正額     １,６６６万９ ,０００円（０ .０５％増）  

補正後 ３１３億６,０５６万９ ,０００円  

 

２ 専決処分日  令和３年５月６日  

 

３ 補正予算の内容  

 （１）飛沫防止パネル１ ,０００枚の購入費     ９４４万４ ,０００円  

窓口カウンター用   １５５枚  

市議会会派室用     ２５枚  

職員執務スペース用等 ８２０枚  

 

 （２）小学校児童・中学校生徒用の飛沫防止ガード８ ,５００枚の購入費  

                         ７２２万５,０００円 

     小学校児童用   ５,７４０枚 

     中学校生徒用   ２,７６０枚 

令和３年度木津川市一般会計補正予算 

第３号（専決処分）について（概要） 

令和３年度補正予算第３号は、感染力の強い変異株の増加など、新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止対策の強化が必要な緊急的状況にあることから、本庁舎などの

窓口カウンターや執務スペース、小中学校の児童生徒用に、飛沫防止のためのパネ

ル等の購入費を計上するものである。  






